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GEMITSアライアンスパートナーズ 第１回理事会 

 

2011年 7月 6日 

 

議事次第 

 

Ｉ．審議事項 

 

議案１ 会長の選任 

議案２ 副会長の選任 

議案３ 議事録署名順位の決定 

議案４ 理事会運用規則の制定 

議案５ ワーキンググループ運用規則の制定 

議案６ 会計処理規則の制定 

 

Ⅱ．報告事項 

 

１．事務局長の任命 

２．その他 

（以上） 

 

 

資料１ 



 

2011年 7月 6日 

 

役員一覧 

（敬称略、五十音順） 

  Ⅰ．理事 

あるが とおる 

有賀 徹（昭和大学） 

おがわ かずひろ 

小川 和大（沖電気工業） 

おぐら しんじ 

小倉 真治（岐阜大学大学院） 

なかやま ただし 

中山 直（日本光電工業） 

ひぐち まさひろ 

樋口 正浩（デンソー） 

みたむら かずはる 

三田村 一治（NTTデータ） 

もり けいいち 

森 敬一（トヨタ自動車） 

やすだ ひろし 

安田 浩（東京電機大学） 

やまもと みつる 

山本 充（東レ･メディカル） 

 

  Ⅱ．監事 

のぐち えいいち 

野口 英一（東京防災救急協会） 

やまだ ひではる 

山田 英脩（戸田会計事務所） 

 

（以上） 

資料２ 



 

2011年 7月 6日 

 

議事録署名順位（案） 

（敬称略、五十音順） 

 

会長  小倉 真治（岐阜大学大学院） 

副会長 安田 浩（東京電機大学） 

 

理事  有賀 徹（昭和大学） 

理事  小川 和大（沖電気工業） 

理事  中山 直（日本光電工業） 

理事  樋口 正浩（デンソー） 

理事  三田村 一浩（NTTデータ） 

理事  森 敬一（トヨタ自動車） 

理事  山本 充（東レ・メディカル） 

 

監事  野口 英一（東京防災救急協会） 

監事  山田 英脩（戸田会計事務所） 

（以上） 

資料３ 



理事会運用規則（案） 

 

2011年 7月 6日制定 

 

（目的） 

第１条 本規則は、GEMITSアライアンスパートナーズ規約（以下、「規約」という）に基づき、理

事会業務の円滑かつ効率的な執行を図ることを目的として、理事会について定めるもので

ある。 

 

（用語の定義） 

第２条 本規則において、用語の定義は規約のそれに従う。 

 

（理事会の開催） 

第３条 原則として定例理事会を３ヶ月に１回開催する。また、必要に応じて臨時理事会を開催す

ることがある。 

 

（理事会の招集） 

第４条 理事会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、理事会の日時、場所、目的及び審

議事項を明確にして、全理事及び全監事に通知しなければならない。 

 

（議事録の作成） 

第５条 議長は、開催日時、開催場所、出席者及び議事概要を記載した議事録を作成し、出席者は

それに署名又は押印するものとする。 

  ２ 前項の規定にかかわらず、出席者は、電子メールでの意思表示により署名又は押印に代え

ることができるものとする。 

 

（規則の改廃） 

第６条 本規則の改廃は、理事会において行うものとする。 

 

（附則）（2011年 7月 6日制定） 

第１条 本規則は、2011年 7月 6日から適用する。 

 

 

資料４ 



ワーキンググループ運用規則（案） 

 

2011年 7月 6日制定 

 

（目的） 

第１条 本規則は、GEMITS アライアンスパートナーズ規約（以下、「規約」という）第２４条に基

づき、ワーキンググループ（以下、「WG」という）の円滑な運営を図ることを目的として、

WG について定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 本規則において、用語の定義は規約のそれに従う。 

 

（WGの設置及び解散） 

第３条 WGの設置および解散は、理事会の議決による。 

 

（WG委員の選出及び任期） 

第４条 WG委員は、理事会が会員或いは会員の社員又は役員の中から公募し委嘱する。 

  ２ WG委員の任期は、理事会が決定するものとする。 

  

（WG委員の職務） 

第５条 WG委員は、理事会の議決に基づき、WGを開催して次の各号を審議する。 

(1) 専門事項に関する問題点の検討と対策の立案 

(2) その他専門事項に関し理事会が必要と認めた事項 

 

（WGの構成） 

第６条 WGには、主査１名及び副主査１名又は２名を置き、WG委員の互選により選出する。 

 

（WGの開催及び議事） 

第７条 WG は、必要の都度主査が招集する。また、WG の議長は主査とし、開催日時、開催場所、

出席者及び議事概要を記載した議事録を作成するものとする。 

 

（理事会への報告） 

第８条 WGは、WGでの審議状況について定期的に理事会に報告するものとする。 

 

（WGに関わる費用） 

第９条 WG の業務遂行に要する費用の支出は、理事会の承認のもとに、本会が負担するものとす

る。 

  

（規則の改廃） 

第１０条 本規則の改廃は、理事会において行うものとする。 

 

（附則）（2011年 7月 6日制定） 

第１条 本規則は、2011年 7月 6日から適用する。 

 

資料５ 
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会計処理規則（案） 

 

2011年 7月 6日制定 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規則は、GEMITSアライアンスパートナーズ（以下、「本会」という）の会計処理に関す

る基準を確立して、本会業務の能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的として、

会計処理について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 本規則において、用語の定義は本会規約のそれに従う。 

 

（適用範囲） 

第３条 本会の会計処理は、すべて本規則の定めるところによるものとする。 

 

（経理の原則） 

第４条 本会の経理は、法令、定款及び本規則の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認め

られる公益法人の会計慣行に準拠して処理するものとする。 

 

（会計年度） 

第５条 本会の会計年度は、本会規約に定める事業年度に従い、毎年 4 月 1 日に始まり、3 月 31

日に終わる。 

 

（会計責任者） 

第６条 本会に会計責任者を置き、事務局長がこれにあたるものとする。 

 

（帳簿書類の保存及び処分） 

第７条 会計帳簿、会計伝票及びその他の書類の保存期間は次の通りとする。 

   (1) 予算及び決算書類     永久 

   (2) 会計帳簿         ５年 

   (3) 証憑           ５年 

   (4) その他の書類       ５年 

  ２ 前項の保存期間は、総会承認の日から起算する。 

３ 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に会計責任者の指示又は承認によって行

う。 

 

（会計区分） 

第８条 本会の業務遂行上必要のある場合は、一般の会計と区分して特別会計を設けることができ

る。 

 

第２章 勘定科目及び会計帳簿 

 

（勘定科目） 

第９条 収入及び支出の状況及び財政状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。 

 

資料６ 
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（会計帳簿） 

第１０条 会計帳簿は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 主要簿 

仕訳帳、総勘定元帳 

   (2) 補助簿 

 

（記帳） 

第１１条 帳簿は、正規の簿記の原則の下に、正確に簡潔明瞭に記帳作成しなければならない。 

 

第３章 予算 

 

（予算の目的） 

第１２条 予算は、各会計年度の事業活動を明確な数値でもって表示することにより、収支の合理

的規制を行い、事業の円滑かつ適正な運営を実施することを目的とする。 

 

（事業計画及び収支予算の作成） 

第１３条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度会計区分ごとに作成し、総会の議決を経てこれを

定める。 

 

（支出予算の流用） 

第１４条 予算の執行にあたり、会長の承認を得て各科目間において相互に流用することができる

ものとし、決算総会において状況を報告するものとする。 

 

第４章 出納 

 

（金銭出納の明確化） 

第１５条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録

し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。 

 

（金銭の収納） 

第１６条 金銭を収納したとき、会長又はその委任を受けた者に限り領収書を発行することができ

る。 

   ２ 金融機関への振込により入金する場合は、入金先の要求がある場合を除いて、領収書を

発行しないものとする。 

 

（支払） 

第１７条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証

する書類に基づき、会計責任者の承認を得て行うものとする。 

   ２ 支払いは、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これにより

がたい場合として会計責任者が認めた場合には、この限りではない。 

 

（領収書の徴収） 

第１８条 金銭の支払については、最終受取人の領収書を徴収しなければならない。ただし、領収

書の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。 

   ２ 金融機関の振込の方法により支払を行うときは、取扱い金融機関の振込金受取書をもっ

て支払先の領収書に代えることができる。 

 



 3 

（預金証書等の保管） 

第１９条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関等に保護預

けするものとする。 

 

（金銭の残高照会） 

第２０条 出納の事務を行う者は、原則として毎月 1回以上、預貯金の残高を証明できる書類によ

りその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、遅滞な

く会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

第５章 物品 

 

（物品の定義） 

第２１条 物品とは、消耗品及び耐用年数 1年以上の器具及び備品をいう。 

 

（物品の照合） 

第２２条 出納の事務を行う者は、耐用年数 1年以上の器具及び備品について、備品台帳を設けて

保全状況及び移動について所要の記録を行うとともに、その移動及び滅失又は毀損があ

った場合には、会計責任者に通知しなければならない。 

   ２ 会計責任者は、1 年に 1回以上、現物照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て、

前項の備品台帳の整備を行わなければならない。 

 

第６章 決算 

 

（決算の目的） 

第２３条 決算は、会計年度内の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期

末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 

 

（決算書類の作成） 

第２４条 会計責任者は、毎事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行って決算書類を作

成し、会長に報告しなければならない。 

 

（年度決算の確定） 

第２５条 会長は、前条の決算書類に基づいて監事の監査を受けた後、当該決算書類に監事の意見

書を添えて総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。 

 

第７章 雑則 

 

（細則） 

第２６条 本規則に定めるものの他、会計処理に必要な事項については、別に会長が細則を定める。 

 

（改廃） 

第２７条 本規則の改廃は、理事会において行うものとする。 

 

（附則）（2011年 7月 6日制定） 

第１条 本規則は、2011 年 7月 6日から適用する。 
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